
庄内圏域水道事業広域化のスケジュール（予定）

企業団による
事業開始

R8年度

統
合
準
備
協
議
会
設
立

R７年度R6年度R5年度

移行準備

R5.10 鶴岡市

市の関係部局との調整・協議

企業団設置に係る認可関係専門部会 各部門事務事業調整

庄内圏域水道基盤強化計画策定

庄内圏域水道基盤強化計画策定

①策定根拠 水道法第５条の３
②策定主体 山形県
③策定内容 別紙のとおり

（資料３－４）

市の関係部局との調整・協議

①条例・規程関係
②人事・給与関係
③財務関係
④各種システム関係
⑤下水道事業分離関係
⑥その他

専門部会 各部門事務事業調整

以下、５つの分野別に検討・調整
①総務管理部会
②営業業務部会
③給水業務部会
④工務建設部会
⑤維持管理部会

企業団設置に係る認可関係

①企業団設立、企業団規約
②水道事業の設置（企業団）
③水道事業の廃止（市）
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